
非FIT非化石証書の取引に係る
制度設計について

2019年3月19日

資源エネルギー庁

資料３－１



1

非化石電源比率の現状について（2017年度実績）

 高度化法の達成計画提出対象事業者による2017年度の非化石電源比率は以下のとおり。

– 各事業者の2017年度の販売電力量をベースとした加重平均値は17.50%。うち、余剰非化石電気相
当量※は6.14%であった。
※ FIT証書の売れ残りに伴う配分量

– 17.50%超の事業者の非化石電源比率の加重平均は、26.4%。（販売電力量シェア40.9%）

– 12%以上17.50%未満の事業者の非化石電源比率の加重平均は、13.0%。（販売電力量シェア
21.6%）

– 5%以上12%未満の事業者の非化石電源比率の加重平均は、10.4%。（販売電力量シェア
37.5%）
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(参考)高度化法の非化石電源比率の現状について
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2018年度の非化石電源比率（発電ベース）について

 電力調査統計によれば、2018年4月~11月の非化石電源比率は23.77%※。
※現時点において小売事業者の調達実績は存在しないため、電力調査統計の発電事業者実績を基に国全体
の非化石電源比率を算出。2018年度は原子力発電の再稼働や水力発電の豊水の影響もあり、2017年度
よりも非化石電源比率は上昇している。

 2018年度の各事業者別の非化石電源比率は2019年7月末に届け出が行われることと
なる。このため、2017年度の事業者別非化石電源比率を用いて、2018年度を基準とし
た場合のグランドファザリングについて試算した。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 合計 比率
水力 87 100 72 81 65 80 65 39 588 9.3%
火力 515 512 566 712 724 571 553 580 4,732 75.1%
原子力 28 32 39 47 41 51 54 63 356 5.6%

新エネルギー 75 78 72 71 80 62 57 58 554 8.8%

その他 8 9 7 14 12 8 9 6 72 1.1%
合計 714 732 755 925 921 772 737 746 6,302 100.0%

電源種別発電実績（2018年4月~11月）※電力調査統計を基に計算

2018年4月~11月の非化石電源比率は23.77%
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激変緩和措置

 第29回制度検討作業部会にて、2017年度の余剰非化石電気相当量6%を激変緩
和措置として、中間評価の基準から控除することとされた。
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FIT電気の現状(参考)

 FIT電気の2017年度の発電実績は約700億kWh。

 2018年度4月～9月の発電実績は約443億kWh。（販売電力量の約8%）

 FIT非化石証書の売り上げ収入は、翌年度以降の賦課金の低減に用いられる。

太陽光発電（10kW未満） 2,320,683 4,856,860 5,780,178 6,486,284 7,116,887 7,826,895 5,030,398

太陽光発電（10kW以上） 189,529 4,254,669 13,177,310 24,591,080 34,549,522 42,614,774 28,935,531

風力発電設備 2,741,712 4,896,383 4,920,823 5,232,599 5,861,799 6,166,637 2,881,629

水力発電設備 120,074 935,526 1,072,772 1,476,329 2,007,873 2,458,297 1,651,880

地熱発電設備 1,235 5,709 6,081 58,811 76,202 101,269 65,658

バイオマス発電 216,985 3,169,400 3,644,380 5,390,144 7,365,065 10,247,782 5,818,029

合計 5,590,218 18,118,547 28,601,544 43,235,247 56,977,348 69,415,654 44,383,125

2016年度 2017年度
2018年度

(4～9月)
発電形態 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

出所：資源エネルギー庁 固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイトを基に作成
(固定価格買取制度における再生可能エネルギー発電設備を用いた発電電力量の買取実績について)
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FIT電気の現状(参考)
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卒FITの状況(参考)
2018年 11月第10回再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会より抜粋
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公営水力の状況(参考)
2017年11月 未来投資会議 構造改革徹底推進会合資料より抜粋



既存契約見直しGLの基本的な考え方について

 小売事業者が、発電事業者との間で締結している非化石電源の調達に係る既存の相
対契約において、多くの場合、当該電気の非化石価値に関する取り扱いは契約上規
定されていない。

 既存の相対契約における非化石価値の取り扱いについては、基本的には契約当事者
間の協議によってその取扱いが決められるものではあるが、その協議を円滑に進めるため
にも政府として指針（既存契約見直しGL）を示す必要があるのではないか。
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小売事業者の証書購入費用負担について

 小売事業者は、グランドファザリングの設定基準年における非化石電源比率又は設定
基準年における非化石電源比率の全国平均の範囲内において、グループ内の発電事
業者からの相対取引又は社内取引で入手することが可能となっている。

 これを超えて、中間評価の基準となる目標値までは、グループ外の発電事業者又は市
場から、FIT非化石証書又は非FIT非化石証書を購入することになる。なお、その際に、
各事業者の販売電力量に対する、目標値達成に必要なグループ外又は市場からの証
書購入量の割合は、全事業者において、同じ割合となる。

 小売事業者がグループ外又は市場から証書を購入した際の資金は、FIT非化石証書に
ついてはFIT賦課金の削減に、また、非FIT非化石証書については、前述のとおり、非
FIT発電事業者において、非化石電源の利用の促進のために使われていくことになる。

 小売事業者の事業環境の影響については、中間評価の基準導入後に改めて確認を
行っていく。
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沖縄・離島エリアの取り扱い

 高度化法の告示の規定には、「沖縄県及び離島の需要に応じ電気を供給する場合等
において、（略）この目標の達成が合理的に不可能と認められる電気事業者につい
ては、平成29年度の供給計画における最終年度の非化石電源比率以上の比率を
目標値として定めることができる。」とされている。

 このため、中間評価の基準設定の趣旨が、2030年44%目標の達成確度を高めるた
めであることを鑑みると、現行の告示において、実質的に2030年44%目標が課されて
いない沖縄・離島においては、中間評価の基準の設定は不要ではないか。

 なお、告示の改正の要否について、今後、電力・ガス基本政策小委において検討される
こととなる。

 今後、告示が改正され、沖縄・離島に対して新たな2030年目標値が設定された場合
は、中間評価の基準設定について、必要に応じて検討することとしてはどうか。
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達成計画の提出対象事業者（5億kWh）の基準について

 高度化法に基づき、小売電気事業者、及び一般送配電事業者、特定送配電事業者
のうち、前事業年度における電気の供給量が5億kWh以上の事業者は、2016年3
月に告示改正が行われたことを踏まえ（2030年度44%目標）、 2017年度分より、
非化石エネルギー源の利用目標達成計画（達成計画）を経産大臣に提出すること
となっている。

 また、2017年度の販売電力量実績に基づくと、計46社が達成計画の提出対象事業
者であり、当該事業者の販売電力量シェアは約98%であった。

 他方で、第10回基本政策小委員会において、自由化が進展するなかで、 5億kWhと
いう達成計画の対象事業者の基準の妥当性に関する意見もあったところ。

 達成計画の対象事業者の基準の拡大については、比較的規模が小さな新電力等も対
象に含めることになることから、実態を踏まえた丁寧な検討が必要ではないか。

 このため、まずは5億kWh以下の小売事業者の実態把握を行うこととしてはどうか。また、
高度化法の対象事業者から外れるために意図的に販売電力量を削減するようなケース
等がみられた場合には、可能な限り速やかに対応策を検討することとしてはどうか。
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非FIT非化石証書の取引に係る制度設計の今後の進め方について

 これまでの制度検討作業部会における中間評価の基準をはじめとする非FIT非化石証
書の取引に係る制度設計や高度化法の中間評価の基準の検討状況について、次回の
基本政策小委にて報告を行うこととしたい。

 基本政策小委の議論も踏まえ、引き続き制度検討作業部会において詳細制度設計
等の協議を継続することとしたい。


